
令和3年度第2回

基礎・前期産業医研修会

日時 令和3年8月1日(日)午前9時30分より

場所 広島県医師会館 201会議室

午前資料

広島県医師会



O午前の部

時間

9:30------
11:30 

11:30------
12:30 

O午後の部

時間

13:00------
15:00 

15:00------
17:00 

2021年度第 2回

基礎・前期産業医研修会

日時 2021年8月1日(日)9:30'"'"'17:00
場所広島県医師会館 201会議室

座長広島県医師会産業医部会部会長鎗田圭一郎

研修内容・講師

1. 健康管理
前期

マツダ(株)安全健康防災推進部
2単位

産業医山下潤

2. 健康保持増進
前期

マツダ(株)安全健康防災推進部
1単位

産業医山下潤
‘ 

く 12:30------13:00 昼食・休憩>

座長広島県医師会産業医部会副部会長真鍋憲幸

研修内容・講師 単位

3.作業管理
前期

マツダ(株)安全健康防災推進部
2単位

産業医山下潤
~ 

4. 産業医活動の実際
前期

広島県医師会産業医部会部会長
2単位

部会長鎗田圭一郎
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1 .健康管理

マツダ(株)安全健康防災推進部

写鉱 産業医山下潤
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健康管理
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産業医とは

-事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、
厚生労働省令で定めるところにより、医師のう
ちから産業医を選任し、その者に労働者の健
康管理その他の厚生労働古令で定める事項

(以下r労例考の健康管理等Jという。)を行わ
せなければならない。
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そもそも法令とは・. . 

品労働安 全 衛 生 法 国会

-伝子治労働安全衛生法施行令 内閣 により制定・改正

・⑬労働安全衛生規則 各省大臣

有機溶剤中毒予防規則
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産業医及び産業歯科医の職務等

T 

一 健康診断の実施及びその結果に基づく 判定と事後措置

二 過重労働面接と手後措置

三 ストレスチェック・面接指導・事後措置

四作業環境の管理

五作業の管理

六その他、労働者の健康管理に関すること。

七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

八 衛生教育

九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

(労働安全衛生規則第一四条)
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労働衛生の3管理 〆ぺ¥

~J0iニヴ
| 作業環境管理 / l ~ 

| 開理 イ川 /

本日の内容

ム健康診断

2、職場復帰

3、過重労働対策{

総括管理

労働衛生教育

4、メンタルヘルスケア - ~11fP\ 
5、特定の労働者に対する健康管理
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‘宅

上健康診断とは

健康診断の種類

①一般健康診断
雇入れ時健康診断

定期健康診断

特定業務健康診断

海外派遣労働者健康診断

給食従業員の検便

'1~~々かりげ{も怖がかベヤ〉問 tkVe .'/1 

(結核健康診断→平成21年3月31日で廃止)

②特殊健康診断
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雇入れ時健康診断 ⑭

対象者:すべての労働者

合

項目:一般定期健康診断と同様の項目(省略項目なし、後述) • 

キ
目的:①労働者の健康管理の岩盈点と T

②労働者の配置部署02医学的金量f

定期健康診断

ム具体的な内容

①疾病の早期発見、早期治療

②適切な保健指導による生活習慣病のコントロール

③医師の意見を参考じ必要な場合は、就業場所・作業の
転換、労働時間の短縮等の措置を行う

④精密検査の受診、自発的健康診断の受診推奨、 二次健
康診断等給付の利用の推奨
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【

健診項目
1 既往歴及び業務歴の調査 (喫煙歴・服薬歴等の調査)
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、 腹圏、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GO丁、 GP丁、 y-GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール(フリードワルド式によって求める方法、又は コレ
スチロール直接測定法).HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査(空腹時又は随時血糖の検査。 1のみの検査は認められない。)
10 尿検査(原中の糖及び蛋白の有無の検査、 医師が必要と認めた場合のクレアチニン)
1 1 心電図検査

いゆ以4712め
いろo t， 前

胸部×線の省略 ゅ〆

40歳以上→全員に実施

ど40歳未満ノ

→以下の①~③以外で、医師が必要でないと認めるときは、省略するこ
とが可能。

①5歳毎の節目年齢(20歳、 25歳、 30歳及び35歳)

②感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で
{動いている

③じん肺法で3年!こ1回のじん肺健康診断の対象とされている

9 



定期健康診断等における診断項目の取扱い等について
(基発0804第 4号 平成29年8月4日)

健康診断を実施する場合の留意

(1 )一部においては、血液検査等の省略の判断を妄師でない

~.;p-. --つなど、適切に省略の判断が行われていないこと
が懸念される。

厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場

合の判断は、一律な省略ではなく、 枇町山弘次.1L，--'国他具地仏

を叫長す匂怯ζr-dミツ aコノミ・..---.ー阜~，j... r-信師が省略が可能

であると認める場告 においてのみ可能であること。

特定業務従事者の健康診断

対象者:労働安全衛生規則第十三条第一項に
掲げる業務に常時従事する労働者。

実施時期:配晋.-

項目:基本的には定期健康診断と同一。

採血を必要とする検査、心電図は前回実施
していれば、定期健康診断と同様に省略可能。

(労働安全衛生規則45条)

10 



1. ニー~E""".. . ・ Z冒"'，岨ラー...........u- ・ 'Z『円ふっ~I-金、凶

2.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

3ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

5.異常気圧下における業務

6さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

7.重量物の取扱い等重激な業務

8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

乱坑肉における業務

10/，.' L (JO PI什日り

1.水銀、批素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ

リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

12.鉛、水銀、クロム、枇素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、重硫酸、

硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに

準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

13.病原体によって汚染のおそれが著しい業務

海外派遣労働者健康診断

Q 初公{えうま ~(})W

ぞ 竺 珍労働省告示餌号)
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続 特殊健康診断

目的:①職業性疾病の早期発見して早期治療すること。

②有害物質へのばく露の程度を把握、作業環境測定結
果の評価と合わせ、 作業環境や、作業方法等の改善へ
つなげる。(今生物学的モニタリングの活用)

③医師の意見を参考に就業場所の変更、作業の転換、
労働時間の短縮等の措置を講じる。

砂--"~例代が初峨査一

生物学的モニタリング

体内に摂取された有害物の量と、排泊された量との関

係が明らかな場合に、排池されと物質の量を分話するこ
とにより、体内に蓄積された有害物の量を控室主る壬法。

例:トルエン(尿中馬尿酸)キシレン(尿中メチル馬尿酸)

スチレン(尿中マンデル酸)鉛(血液中鉛、尿中デルタアミノレブリン酸)など

12 



特殊健康診断〈法定)

①じん肺健康診断 (じん肺法第3条 ・ 第7条~9条の 2 )

②高気圧業務健康診断 (高気庄作業安全衛生規則第38条)

③電離放射線健康診断 (電離放射線障害予防規則第56条)

④鉛健康診断 (鉛中毒予防規則53条)

⑤四アルキル鉛健康診断 (四アルキル鉛中毒予防規則 22条)

⑥有機溶剤等健康診断 (有機溶剤中毒予防規則第29条)

⑦特定化学物質健康診断 (特定化学物質障害予防規則第39条)

③石綿健康診断 (石綿障害予防規則第40条)

じん肺

定義:粉塵を吸入する事によって肺に生じた繊維増殖性変化を主
体とする疾病

-直径1μm以下の粉塵は肺胞に到達

-排出されず、残った粉塵によって異物性肺胞炎及び繊維増殖性の
変化が引き起こされる

-不可逆的で、対症療法のみ

13 



じゐ肺健診の実施時期

実施時期

①就業時健康診断

②定期健康診断

③定期外健康診断

④離職時健康診断

→じん肺管理区分を決定

→管理区分に応じた措置を行う

じん肺管理区分

担額

蹴揖崎

1.:_&・民主.， .. 

定期

ι ・回.・2

定期外

‘{':'l ••• 
圏直‘暗

"，:t..C! 

11i1隆司

ー

同車.
理

薗岡田無伴
E 

>> 
r~に示す方は封車外』

イ 以前に曹崎じん"作車に曜

事すベー・量に世事 Lたことが

~い方
輔たに情崎勝じん作車に世 ロ T 毎回向由じん脚値診で.開

司匹する書 .!lr..I..J1.は智恵、白方

ハ 1毎日向にじん蘭健.を畳

けて..2J1.は・・3イ目方

:: 8月以向田じん..障で..

.3ロ母方

常岡崎じん押曹に嵯事す晶 、
方 2 

3 

.崎I!lじん作畢に従事させ 2 

たことがあり‘現に車初じん

lJl震に*開健.す~方 3 

常時旬ιん骨量に世事1...労

働安童衛生活にもとづ<.
..1 J1. 1孟'理E分J!t~宜的方

..訴でじん胸膏所見又は

そ合白慣昼震いでの1める方
与をIUて.聾

のため体聾していた方で.そ

の値観聾のため体.不要と

館街された方

常時じんB車作量に世事1...1 開園田じん・・Bからの経過期

隼以上・E・勤"した曹の'*' 市 mが1t事。月以よ

で.・画・聖円をする陣.じん踊・・ 2 
うよう求めた宥 3 

常時傍じん骨量に従軍され

t=_があり..に捧腕じん伶

軍に従事しており、かっ 1.12

以上・.鋤濁してい晶曹の 3 

ゆで、趨膿由.にじん鵬..

.衝をITうよう京めた方

管理区分 じん肺健康診断の結果

管理1 じん肺の所見がないと認められるもの

alt白崎明・・

11.∞・

3・以内ごとに 1園

l'事以向ごとに 1冒

3隼困問ごとに可回

1年以内ごとに 16

a;曹な〈

電車な〈

管理2 エックス線写真の像が第1型で、 じん肺のよる著しい肺機能の障害がないと認められるもの

イ エックス線写真の像が第2型で、じん肺のよる著しい肺機能の障害がないと認められるもの

管理3 エックス線写真の像が第3型文は第4型(大陰影の大きさがー側の肺野の3分の1以下のものに
ロ

限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

(1)エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさがー側の肺野の3分の1を超えるものに限る)

管理4
と認められるもの。

(2)エックス線写真の像が第1型・第2型・第3型または第4型(大陰影の大きさがー側の肺野の

3分の1を超えるものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の傷害があると認められるもの。
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じん怖の定期健康診断

粉じん作業従事との関係
・・.- 2 ・

常時粉じん作業に従事

過去に常時粉じん作業に従事し

たことがあり、現に非粉じん作業

に従事

じん肺健康診断

-全ての対象者について行う検査

①粉じん作業についての職歴の調査

，②胸部エックス線の直接撮影

じん肺 ， ホJJE、 度
管理区分 -

3年以内ごとに1回 l

2，3 1年以内ごとに1回[

2 3年以内ごとに1回

3 1年以内ごとに1回

-胸部X線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査

①胸部に関する臨床検査・既往歴の調査

②胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査

-状況に応じて

①肺機能検査

②結核精密検査

③胸部臨床検査
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じ九肺管理区分に応じた措置
{じん腕管理区分}

管理 1

じ

ん

蹄 し戸ー ャ ~<::::::_~C _ (lIJ~) 
“句・

健 「 管甥 3ロ

康 ，---- {指示)

吾輔J司〉

断

[指揖j

~君主上の特別な賠償なし

粉じんぱくEの低減姉

作業転換の努力議議
1筏勤手当 30自分1

f生事実転換の褒務
(民勤手当 60自分)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行

友剣暗全鋼E司F泉市時帰依8・..，・づ;ro.IIJ・4皆に員ムーを¢病禽・喝£仮事す否タ割申告に""努...

...踊.時}こιb・扇町すもれてもゆす.

機:nt.'t"f.lW.1与苓蓄電嶋鳳有軍事現単調.予儀雄修司，Jj![定eれてから....-J;(止が蝿・し<<沼邑
.見学fjltl(C)4:紙化~-，降順調鶏定昆Z寝{弘明・ゆえ替の長安欽況"と包，租貨による・・前著書広"
す"場・11.包じてい&す.

Zぬ竺め今包脚明d閣流抽同省晴世移明包.'，;e，1留学物.. ・tt..績・・c・~奄司健.

隊Wの珊'"盆歯師悶に健制民!.，.At..三a

ぞれ'れa刻酬について雌厳簿断"~策淘レ~.三<~"T・-いレaす.

J:l<l・4院に，..めで磨る化?咽.(U;rlf)についτm・の"."号l麿起こすとされ
・g闘の"'7'写実現金担率えてe定された尻ルトートルイジシの唄曹と.!fAさ活ょした.

ぉ・・第ペニ..;語;;:;..iUJそ@‘ベーターァフチル?こ;...>>uをe・ 4ド70i..Ii-コ=ニみらMUをC亀

+エトロタコzニ，，Aυそ-~タ四""よ，:.;:;;二泊!I~"7ルコァーナヨヂI問主;..'1"司噛

寸..ド トυラシ~:JU河個ド :::r-ラヲ〉及。を匂膚:>t- '，，"シ".ーヨザチ.".をJY') 建:..~

マピ〉タ

」旦軍M置-潤草間昆虫腹w阻応週腫量盟理醐且

!!'!ffi鯖毒剤円切劃につ~\l::. 慨がんυスタ拘摘。神宝巴JtCo't I・g ，-，~司副首ù
..した.

2医.".トνタ右=~レ::' . 3 ・叱腹. 1.~'9タ也コエタ〉デドクロロェT~;;" スヂνシ、 ヲ

巴ロmλ1.1 4-3:号オヨf:;:". ::'.l，::<:→F炉多タロロヱク;;". ，J.歩噂〆4 ソ~~，〆7ト匂

1..1l主主2ム且II呈a且amn・車両ヨめ"i'I"l.l~抑田嶋田盟掴盟且

砂今回の伶3項目を見直した主な化学物納1;-ついて‘改正修の健康診断I司自Iオ

以下の表のとおりです.

化学吻貨の名停 ノミ-::; lリフロロ王子レン

円ンジメ'-'Dびその塩 3 四塩化伊平

川ーヲーナフチルアミン'Llびモの包 4 1.2.~ヴロロ工-9:，..，

今 Y ノ ;J Jx二J~汲びモ由晦 4 子トラクロロエチレン

4-ニトロジフヱニJ~hWモの温 5 ステレン

ジヲロルバ~.:/.;:ンPびその寵 L クロロJ1、ルム

アルフr-)フチ)1，アミンDびモ白羽 6 1，4・，，;;tlりJ

オル 1-1リノ ，r:w'宇田温 6 1，1，2，2-チトラクロロエタJ

ヲアニシラン汲びEの 壇 7 メチルイソブチルケ1ン

オーラー〉 7 力ドzウ九万ぴモの寝

パラージメチルア竺ノアゾベンUン 8 鉛

マ巳〉ヲ 四アJt;~)ほ白

9 

9 

10 

1 0 

1 1 

1 1 

1 2 

12 

13 

13 

14 

14 

Irてと=・・4語れとヒトに褐υて肢かん常食事Jptßl:~可・穫があるというlil尾ヘIf)鈎1l;'I>，
岡崎‘..11.)与瑚竜男qf~ðtJ 窃自宅r;.1!:.t，..~じた.

う厚生労働省・都道府県労働局ー労働母嶋監督明
https://www.mhlw.go.jp/content/000636243.pdf 
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.曙

~よ旦から
溶接ヒューム等が特定化学物質に

-m‘ー‘ー

厚生労働省 r金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業婦に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等Jを告示しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html 

特定化学物質としての溶接ヒュ-ム

労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正さ
れ、金属をアーク溶接する作業等(以下「金属アーク溶接等作
業fという。)において、金属アーク溶接等作業に係る溶接
ヒューム等へのばく璽を防止するための措置の実施が必要となる。

を到用して、

とは・・金属の蒸気が冷却されて個体になったもの
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-溶接ヒューム等に係る作業又は業務について、特定化学物質等
作業主任者の選任

-金属アーク溶接等を行う屋内作業場については、全体換気装置
による換気(※)

※プッシュプル型換気装置及び局所排気装置でも可。

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新
たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき又は金
属アーク溶接等作業の方法を変更しようとするとき(※)は、あ
らかじめ、従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用
いて作業場の空気中の溶接ヒュームの濃度の測定(※※)

※溶接材料、母材、溶接場所の変更も含む。

※※第一種作業環境測定士、作業環境測定機関などによる測定。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行

アーク溶接に関わる法改正

( 1 )特定化学物質の追加

(令和 2年4月22日公布、令和 3年4月1日施行)

第 2類特定化学物質に、 「容かヒ 」を追加

「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)J 

「マンガン及びその化合物」に変更

f 溶性ユ石在及伊予l生時差ZPンに野律義戸新!?っテて、 時jii 
心 IT才FのEF施が必要となる三とo

(2 )溶接ヒュームに係る作業環境測定の適用除外

百戸落差腎E安房長な左翼号存3皇丙if童書楳時空2ブき作業場について
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特殊健康診断(行政指導)

.雷害物取り扱い作業・介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業

.号|き金工具扱い作業

.VDT作業

・騒音作業

・レーザ-業務

.石綿取り扱い作業

・チェーンソ一等使用による身体に著しい振動を与える業務等

重量物取り扱い作業・介護作業等腰部に著し
い負担のかかる作業における健診項目

配置前健康診断

既往症(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
自覚症状(腰痛，下肢痛，下肢筋力減退，知覚障害等)の有無の検査
脊柱の検査
神経学的検査
脊柱機能検査
腰椎のエックス線検査
定期健康診断

一次健診
既往症(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
自覚症状(腰痛，下肢痛，下肢筋力減退，知覚障害等)の有無の検査
二次健診
脊柱の検査

神経学的検査
腰椎のエックス線検査
ステップテスト，その他の体力測定及び運動機能検査

19 



健康診断実施後の産業医の職務

①健康診断の実施及び判定

②二次健康診断の受診推奨等

③健康診断の結果についての医師からの意見の聴取

④就業上の措置の決定等

⑤その他の留意事項
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針J (改正平成20年1月31日公示)

①健康診断の判定

l診断区分 異常なし 要観察 要医療 個人票の「医師の診断Jの樹へ

2就業区分 通常勤務 就業制限 - 要休業 個人票の「医師の意見Jの欄ヘ

3指導区分 指導不要 要保健指導 ( 要医療指導
産業医の指針となるもの

4健康管理EA(異常なし) B (B1要観察、 B2要管理) c (要診療)

20 



②二次健康診断(労災法第26条第1項、労災則18条の16)

1 )血圧検査

2)血中脂質検査

3)血糖検査

4)腹囲の検査又は BMI ‘

対象:上記4項目全てにおいて「異常の所見jがあると診断さ
れた労働者

今「二次健康診断等給付」を労災保険より給付

二次健康診断の項目

(1)空腹時血中脂質検査

(2)空腹時血糖値検査

(3)ヘモグロビンA1c検査(*一次健診で、受けた場合は不可。)

(4)負荷心電図検査又は胸部超音波(心エコー検査)のいずれか
一方の検査

(5)頚部超音波検査(頚部エコー検査)

(6)微量アルブミン尿検査(*一次健診で士、+の所見の場合の
み可。)

21 



④就業上の措置の決定等

就業区分
トー 就業上の措置の肉容
区分 内容

内
通常の勤務でよ
いもの

勤務による負荷を軽減するため、蛍働時間の短縮、

唾曾甲
勤務に制限を加 で出張の制盤、時間外労働の制盟、労働負荷の制眠、
える必要あり 位業の車五控、就業場所の変更‘ j害被掌の回数の減

法、昼間勤務への転樽などの措置を講じる。

島
勤務を休む 療養のため、休暇、休職などにより一定期間勤務さ

必要あり せない措置を講じる。

健康診断の結果の通知について

事業者は法定の健康診断を受けた労働者に対し、厚生虫働省令で
定めるところにより 当該健康診断の結果を通知しなければならな
し、。

①守殊健康診断等についてもその結果の通知を必要とする。

②通知は、総合判定結果だけではなく、 各健康診断の項目ごと の結
果も通知する必要あある。

③通知の方法としては、個人用の結果報告書を各労働者に配布する
方法、健康診断個人票のうち必要な部分の写しを各労働者に示す方
法等届ある。

(平成19.2.24付施行通達)
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'一般健康診断と特定健康診査
(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条、国民健康保険法第八十二条)

名称 一般健康診断 特定健康診査

目的
労働者の安全と健康の確保 生活習慣病に関わる医療費の抑制
(作業関連疾患の予防) (心疾患・脳卒中・糖尿病の予防)

実施者 事業主 保険者

実施義務 実施しなければならない 実施するものとする

対象者 労働者 被保険者及び被扶養者 初 μ
すべての年齢 40-74歳

受診義務 強制義務 規定なし

有所見の規定 聴力以外は規定なし 要医療及び階層化の基準あり

実施後の措置 就業上の措置に関する医師の メタボリツクシンドローム等に関する
意見聴取と保健指導 階層化に基づく特定保健指導

結果報告先 労働基準監督署 社会保険診療報酬支払基金

罰則 刑事罰 後期高齢者支援金の加算

~4~弘、

保健指導・特定保健指導

名称 保健指導 特定保健指導

実施者 事業主 保険者

実施義務 努力義務 強制義務

対象者 有所見者 階層化により支援が必要とされたもの

受診義務 規定なし 規定なし

面接者 医師、保健師 医師、保健師、管理栄養士、その他

内容 就業に関連する事項 メタボ1)ツクシンドローム関連事項

効果評価 規定なし 6か月後に確認

結果報告先 規定なし 社会保険診療報酬支払基金
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ム職場復帰

職場復帰への産業医の関与

l1，健康問Rの把握 {

本人の治療経過 現時点の健康状態を把握

必要があれば主治医と連絡をとり、主治医として考慮、している生
活上の注意点について尋ねておく

人事と共有が必要な情報については、就業上の措置に必要な情報
に加工するなどの配慮、を。
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情報提供依頼書の作成

1 )現在の診断名

2)治療状況

3)予後の見込み・今後
の治療計画

等について主治医意見と
して情報提供をイ衣頼

マツダ修式会記健.彊速をシタ

T''''剖"広島県豪夏眠府中町ザ喝3-'
.. 風情山下鋼
n;lCIB~硲-l:lI f.

Z叫鋼同H 明

司Fヨ.. 凶‘野手じの復員."・思に11\.τ‘".のごヨ，，，.費量机~，が企うござい'T.

.~.二時間制酬により令聞にて司副いてお帽す下位叫M帽割問に1、τ

a宮崎L、と〈ご..・.C土げ*Lt::..つ舎Z院しては.ご多忙也大.A!:_です".JI・"d事ご信奉下さいa

mい"'笥旬以』置費S.&・憶が・理ιuλ・破門に".. 屡信号・・""与をiKiJk'-~す.

布石弘之の..にかかる宣"'"っき.C'τJ<.修詑で負担いt:.• :j:す..勝ロ昆，、のiIり込みとさ曾τぃ1;!::~n

@で.>1・tt.:e-..舗をご"λ@よ、情・a鍾毎.<ー績に尊信〈紅晶、.8平像釜お刺払ますがよるC<I宮薗凶惜します.

， ，.. ・・・・・・・・・・・・・

2金... ・・・・・・・・・・

3 室長-ns

‘1'1" 
軍書

[g1竪ヨ

主泊JIからの・・慣・a袋町事J<.・阻鯉溢哩ン少-0....6;・衡が...根11を程筆し.

'"‘J'・ToIE?:I'St.fl玄会話4ニ盃べるこどを目的企しτ思"'UT.

制..盛期.-飴唖1II!It.~泊康司瞳鑓量修噌ずるζ""鴫且Sす.

以上

a巳 n 寝 ・~一一一一一一一一一一ーー-

職場復帰への産業医の関与

2、職場環境等の把握

①休業中の労働者が復帰:する予定の職場の環境、現在
行われている作業、受け入れ準備状況について把握

②職場が、本人の病状、復職についてどのように考え
ているかを確認 羽犠
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職場復帰への産業医の関与

1 ・岡「寸(3、労働者との面接l
①就業上の措置や、就業場所など就業に関する事項

②その後の疾病の管理や健康保持のための相談

違和感がないか確認

基本的にケースパイケースだが、基準は必要

産業医と労働者の判断が一致すればOK

職場復帰への産業医の関与

4、人事部署等への助言

最終的な判断は人事部署の専権事項 !
産業医は助言を行う立場。 ー

「寸

→人事や職場の管理監督者となるべく直接会って相談し、

実現性の高い方法を模索することが必要。
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職場復帰時の助言・指導

1、本人の就業意欲

復職の前提条件=今本人へ必要なサポートや、復職と両立させるため
に必要な準備等について確認

2、職場改善と受け入れ

復職に必要な環境や作業の謂整

3、職場復帰困難な場合

人事労務的な対応の必要性を含めた検討を検討する

4、職場に置ける啓発教育

3¥ 過重労働対策
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脳-心臓疾患の労災補償状況について

区7¥¥三度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

請求件数 825 ( 91 ) 840 ( 120 ) 877 ( 118 ) 936 ( 121 ) 784 ( 105 

脳・心臓疾患
決定件数注2 680 ( 71 ) 664 ( 95 ) 689 ( 82 ) 684 ( 78 ) 665 ( 88 

ーーーーーーーーー・・ーー ーーー・・・・ーー・・・・・・噛・ーー・ -・ーーーーーーーーーーーーーー・・ー ーーーーーー・・・・ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー・・・・ー'ー -ーー・ーーー・ーーーー...................

:うち支給決定
260 ( 12 ) 253 ( 17 ) 238 ( 9 ) 216 ( 10 ) 194 ( 14、. 

件数 注3. . 
: [認定率]注4 [38 . 2~0] ( 16 . 9~ ) [38.100] ( 17 .9~) [34.5%] ( 11.0% ) [3 1. 6~0] ( 12.8%) [29.200] ( 15.900 ) 

請求件数 261 ( 14 ) 241( 18 ) 254 ( 18 ) 253 ( 18 ) 205 ( 18 

うち死亡
決定件数 253 ( 16 ) 236 ( 20 ) 217 ( 15 ) 238 ( 17) 211( 17 

，--ーーーーーー--ーーー ーー--ー---ー.........ーーーーー画 ー・・ーー・・・ー・司----・ーーー ーーーーーーーーーーー-ー---..ー ー--ーーーー---ーーーーーーーー -・・・・・・・・・・・・・圃.............

:うち支給決定
107 ( 3 ) 92 ( 2 ) 82 ( 2 ) 86 ( 2 ) 67 ( 4 ) . 件数. . 

[認定率] [42 .3~0] ( 18.8九)[39.0句，]( 10.mo) [37 . 8~0] ( 13.3%) [36.1同( 11.8%) [3 1.8~0] ( 23.5Qo) 

※令和 2年度「過労死等の労災補償状況J災補償状況」

脳-心臓疾患の労災補償状況について
表1-4脳.0()障症阜の年齢期蹟索、決定且び主総浪定件蝕

X 
令制元... 令和.，写鹿

識調~lta 決定It. 鴎京Ita 決定件.
う~~.決定Ita う寄る:A・.. 限定停鎗

:うち..亡 :うち寛亡
:ーーー・・・・・ー

:うち葺亡 'うち亮亡 :うち..'";うち!Et:

19量以下 o ' 。。 o :。 。:。 o ' 。:。
0)・ 】 0)，( 0) 0)，(】 0)，( 0) 】，( 0) 0)，( 0)1 

20-29. 10 ，. 12 
1):( 】 1 ):( 0) 0):( 0) 4 ):( 0) 1 )，( 0) 1 ):( 0) 

30-39量
51 21 46 17 {3O5};i{7 o } 39 18 31 20 17 。
9 )，( 1) 4 )，( 0) 1 )，( 0) 2)，( 1) O)，{ 刀)1

40-柑揖
z・ 78 f闘 75 67 26 2倒 56 184・ 60 64 20 

( 34 ):( 5) ( 22 ):( 4) 3 ):( 0) ( 24 )，( 5) ( 23):( 6) 4 )!( ~ ) I 

田町田量 333 89 267 93 91 37 264・ 80 230 73 65 24 
( 32 ):( .) ( 24 ):( 7) 5 ):( 2) 【 却):(引 ( 20:( 4) 】;( 2)1 

60・以上
294 61 178・却 42・ 15 261 51 208 54 

( 45>:< 6) ( 27)【 6) 2)・ 0)t・6)，( 7) ( 38 )，( 6) 5)，( 

合計
936 253 684・238 216 88 764 回5 665 211 194 67 
121 )，( 18) 78 )，( 17) 【 10):( 2) ( 105 ):( 18) ( 88):( 17) ( ，.):( 

2主 【》同l左京僅の僻衝で.肉慾である

車1-6箇・心.o;血由時間外労働時間別れか月旦は2-(¥か月における3か月平均〉支給決定件取

年. 4崎和元..11 令白....

限?|"羽 倉It 会tt"町，，，"l'叩湾frm
・ーーーーーーー目 ・ーーー・・ーー:巧."'1 切電亡

，ーーーーーー; .，~・.c : ~ "':c 

同 ・ 周到陵高 o I 0: 。:。 o : 。 0・ 0
( 0 )，( 0)1( 0)元 o 0);( 0) 0)，( 0) 正 0> 0)，( 0)1 

o : 0: 。。 。。 o : ~制憐崎個間以 よ
。。

，隣諸( 0):( 0) OH 0) 0)'( 0) 0)'( 0) 0)，( 0) ( 0>:< 0)1 

。。 23 23 : 
岡H・崎0・・個回以 土

o : 17 : 
‘ 現民謁 0):( 0) 1)正 0) 1 ):( 0) 0):( 0) 0):( 0) ( 0 )'1 0)1 

同~ ，:同時間網以朱上 3 ， 73 32 78 34 4 : 75: 28 
笥( 0):< 0) 4 )~ 2 0:< 2) 0):< 0) 可( 1) 4 J;( 

1岬 殉 圃 以 上 17， 8 1 22， 10 1 潤: 同 27， 7 1 18: ・| 崎 18
司 哨 崎圃実演I(1 )!( Oll( 1)K 0 )I( 2l!( O)k 1)!( O)k 1)'( O)k 

'田嶋間以上l ね: 柑

- 1ω"問* ~昆I ( 1 )'( 0 >1< :;;↓てようjti Lt 1 I 19 
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R2品対|{:;;↓;;:j{11jl;↓:;:↓ :):tiJt九し
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精神障害の労災補償状況について
表2-1 精神障害の労災補償状況

区7¥¥~工度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

請求件数 1586 ( 627) 1732 ( 689 ) 1820 ( 788 ) 2060 ( 952 ) 2051 ( 999 )1 

精神障害
決定件数 1355 ( 497) 1545 ( 605 ) 1461 ( 582 ) 1586 ( 688 ) 1906 ( 887 )1 

-.._-・・・・...主主 ー・....................・・・・・ーー -ー・・ーー_.-_.. ---............. -・・・a・・・ー・ーーーーーー.....-................................... .. .................................... 
:うち支給決定 498 ( 168 ) 506 ( 160 ) 465 ( 163 ) 509 ( 179 ) 608 ( 256 ) . 

件数 注3

: [認定率註4 [36.8刻(33.8'.) [32.8百]( 26.4'6) [31.8%] ( 28.0%) [32.1九]( 26.00，.) [31.9叫(28.9九)

請求件数 198 ( 18 ) 221 ( 14 ) 200 ( 22 ) 202 ( 16 ) 155 ( 20 ) 

うち自殺
決定件数 176 ( 14) 208 ( 14 ) 199 ( 21) 185 ( 17) 179 ( 17 ) 

................. .. ー・・・ーーーー-ー・......._.... .. ...ー................ ...... -・・・・・・・・・・・・・........ ...... ......... ..... ........... .. -・・ー・・・・・ a・・・・・・...
注5 :うち支給決定 84 ( 2 ) 98 ( 4 ) 76 ( 4 ) 88 ( 4 ) 81 ( 4 ) . 件数

' 
[認定率] [47.7句(14.3覧) [47.1句]( 28.6覧) [38.2、]( 19仇) [47.6'，] ( 23.5") [45.3'1.] ( 23.5%) 

※令和 2年度「過労死等の労災補償状況j災補償状況J

精神障害の労災ネ副賞状況について
表2-4精神障害の年齢)lIJl育輩、決定且び支給決定件数 表2-6 精神障害の時間外労働時間別(1か月平絢}支給決定件数

X 
令和元年II 令和2年車

副司R件敏 決宜件費量 訓戒特徴 決定件蝕

うち主結決定件費量 うち主・8決定件数

:うち闘旗 iうち白銀 [うち"'''' :うち自猿 : ~う-ち-白夜 :うち白粉

"・以下
21 ; . ; 3 ; 

" 
23 ; J;  

10): ( 0) 3) ; ( 0) 1) : ( 0) 12) : ( 0) 【 1I}: ( 0) .)・ 0)

区7¥〈度
令和元年度 ア・……・・ 令和2年度

、....

うち自錨 うち自殺

20 時 間 未 満 68 ( 42) 8( 1) 68 ( 41 ) 3 ( 0) 

20時間以 上 - 40時間未満 33 ( 18) 5 ( 0) 40( 23) 7 ( 0) 

田 町2.. 432 45 321 44 116 1& "8 潤 4n 43 132 13 
( 243): ( 8) ( 162): ( 10) ( ，，): ( 3) ( 240):( J) (232):( J) ( 69): ( 2) 

40時間以 上 - 60時 間未満 31 ( 9) 8 ( 1) 45 ( 10) 11 ( 0 ) 

四角".
509 .. 426 39 132; 17 4田 40 451 44 "9 ・ 18

{ 引8):( 0) ( 190): ( ，， ) ( 49): ( 1 ) ( 233】:( 3) { 四2): (け ( ..): ( 0) 

60時間以 上 - 80時 間朱満 35 ( 4) 8 ( 0) 26 ( 4 ) 13 ( 2) 

岨~柑.
639 65 503 67 170 36 597 46 566 48 174 25 

( 285): ( .) ( 203): ( 3) {・.J: ( 0) ( 285): ( 8) ( 2割 ): ( 8) ( J4J:( 2) 

80時間以上 -1∞時間朱 満 29 ( 5) 10 ( 1) 28 ( 7) 12 ( 0) 
: 

開何回. 391 40 283 28 7S; 15 402 27 377 36 103 ; 20 
( 186): ( 2) ( 10.): ( 0) ( 20): ( 0) ( 184):{ 2) ( 182):( 1) ( 34)・ 0)

1∞時間以 上 -120時間未滋 63 ( 6) 19 ( 0) 56( 12) 10( 0) 

同.以上 回 ・ 4 45 ・ 5 13 ・ 4 80 ・ 5 '5 23 
{却):( 0) 21) : ( 0) . )・ 0) 39) : ( 0) ( 26): ( 0) .) : ( 0) 

120時間以 上 -140時間未満 45 ( 6) : 13 ( 0 ) 24 ( 2) 6( 0) 

合計
担伺 ・ 202 1588 135 田. :闘 2田 1・ 155 1剖浦 ー ". S岨 81

( .，，): ( ，，) ( .回):C IJ) ( 119): ( ..) 【 剖叫 :( 剖} { 聞け:C 円} ( 2S6): ( ') 
140時間以上 - 160時間未満 9 ( 1 1 1 ( 0) 12 ( 3 1 6 ( 0) 

」 ー
160 時 間 以 上 36 ( 8 ) 7 ( 0) 30( 5) 6( 0) 

そ の 他 160 ( 80 ) 9 ( 1) 279 (149 ) 
. 

1 ( 2) 

合 計 509 (119 ) 88 ( 4) 608(256) 81(4) 

※令和 2年度「過労死等の労災補償状況J災補償状況」
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句 過労死判定の見直し

-脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(平成1的月間付基動向

これまでの死亡前短期間の労働時聞からの評価から死亡前6

か月前までさかのぼって考慮されるようになった。

別月!こ100時間以上の時間外労働

6か月に月平均80時間以上の時間外労働

コ関連性は強いと判断される

習もtiも1山内 L

判例 社事件

業務内容:ラジ、オ番組の広告主への営業担当 (24才j

一日の業務

早朝

昼間

20時過ぎ

休日

先輩たちが出社してこない職場で電話の応対

営業および複数社との交渉、イベントの雑用

企画立案

入社から 1年5カ月問、日曜日も必ず出勤，

有給休暇は半日のみ

30 



上司の把握していた状況

Aの残業時間の申告が実際より少ない
Aが業務のために徹夜まですることもある
Aの健康状態が悪化している

上司の対応は・・-

帰宅してきちんと睡眠を取ること、

ただし、業務が終わらないのであれば

翌朝早く出勤して業務を行うこと

本人の状況

後半 8カ月の睡眠時間は 30分---2時間 30分

入社翌年の春ころから 真っ暗な部屋でぼんやり

「人間としてもうだめかもしれないJ

うつ病のため自宅で自殺した

業務の量の調整を行わなか担た上司の責任は重い

1億6800万円で和解
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面接指導の流れ 情!E餐圃金等で網董..r・開餌;:2J陸軍・Ij)
。 長崎町=わたるt7i~I:'，.t品世・・の・・・曹のI7>Jtf:.るため<DiII.Ø・立に圃す晶こと

務

休憩時間を除き、一週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間が1月 七り100F.:r耐をーえかっ、疲労

のJ1'llが苛め、九るものであること

-・閣外休日~l除鱒闇
，....たり唱田崎間四
[町iIt位去の含声?別院】

面接指導は要件に該当する品動者の申 により行うものとする

医師は、面接指導を行うに当たっては申し出を行った労働
者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする

1 当.J<労相苔の勤務の状況

2，当該労働者の疲労の蓄積の状況

3、当該労働者の心身の状況

予~古n;直司~!.曹毒

労.書からの・出r .，~畢(1)311"11 )
!I: ~'lf llね 1 月以同 ' r l':lIt白金骨3 l1t~事1

o &!Ul~1!停 Z鼠醤~t!l1回世!ζ鱒L・i!!走。号
ょうUIiHlJ.62去の~.'ii~4I l

昆鱒による商慣抱噂の..

[:11阿国貨の81111.2羽】
~..'_!r .ね'.fI臥向: r....盟象の3M3l・ 1

.飾からの.買竃取[jl軍値象の.11'・1
11ね，"'tl向:[馴11521ーの?】

1ii措掲揚の絶息の配舗を作成r，急事由量のa軍3唖1
惜 e:;:'f量得J{院軍盟会冊。IEI項}

。持世帯の<<1/<7;高輔由11盟そ由鎗白<lII/I)llli.
駐したE蝿由e.R・fEt!rJjI!き2・の6.2繍l

8・措置の実.[ IJ.慎蝿sーの8.~事】

時間外労働の上限規制が導入されます!

時関糊蜘上限についτ‘月45時間、年360時間酬聞とし、
彊時的怠符湧な.慨がある場合で毛年720騎凪車月1∞同盟来週.神".，...". 
掴敏月平均即時間 t畑晴朗， 在照宮に温室する~ヨかありま菅.

間労使!'}.~!!!ι.!I!叡~JttLt' こ.+.:.t.- c. :.t 
唱禽泌侭"ニ7!'JI;Jし;二三.

fヤT常L月忠I'，'%.v ‘予-l~ 提出回覧~~-':r.智正α肱川九，"""，，~_.~~I

3.~f日圃・~':: IJ‘'I.HIr.:.亙・・.. 司ーー

年次有給休暇の確実な直揖が必要です!
使用ーは.10日町上の年次膏鎗4事情か付与吉れ吾全ての労働・1ζ均し、

多年三日」懸垂圭鑓定 して輔帽を与える輔かあります.
-~士"ι .;.;j.tt守士、，寸一..-::'nL主君、，.1.:J..".....'!..rP'-Tn~~H P 'r:-;，，~..ブ '_，~ L- -:.

酒 、.-...1目 H.;!E;J=..;:=-.包盟副 !'''ltJI'Jl.i.do，.:;a..一一一一一一一一

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の閣の

不合理な待遇差が禁止されます!
同一企車内におMパ(.

正縄膚用開.魯と~JE駕刷用労働省 υい岬~A'II嗣宵闇鵬輔醐圃耐の属工、

基考崎笠13与屯との偶々の待遇ご主1~不合理制幽欄止されます・
| J働制 jに備する糊 お悩みは【絹腕 口1へ

i:t'iE篇の詳凋は肺生労働省HPr r.麿方薗革Jの虜現に向けてJ-t-.ζ15<たさい、
血.，..，.9"1.J? ぱ叫.'1'血町t岬 J1.1，.・・1

う 厚生労働省 呼参
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面指翁週早又は高僧指導に串ずる

檎.の費助
r，怠織田島の8.OI揖官会の&i!S'"】



ー噌 す働き方改革関連法案

時間外労働の上限規制が導入されます!ノ

残業時聞の上限は、原則として月 45時間・年360時間とし、

臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

能行 大企業 2019年4月~ 中小企業 2020年4月~

供キ"-~" ~ ~ J-， ~ ~ 
H~\ .ヤ~

働き方改革関連法案
臨時的な特別の事情があって労働治意向場合判、以下を超えることlま背ません.

J 年720時間 以肉

J 複数月平均80時間 以内 休日労働を含む

(r2か月平均H3か月平均Jr4か月平均H油、月平均IJr6か月平均jが全て1見当たり80時間以内)

J 舟100時間 未満 休日労働を含む

月80時間は、 1日当たり4時間程度の残業に相当します，

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです.

w上記!と違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれカIもあります。
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働き方改革関連法案

改正前
[ 改正後 . 

法律で然業時間の I限fJ定め II 

L[iDを総える残業[11]でさむくむります-・

法律上I立、残業時間の上限が

ありませんでした〈行政指導Dみ).

法待による上限 [倒揖]

・年120崎周 ・・.月平均80".
・月100崎周章現

月歯車.0司自・-.1目UJ.J..，.，司書簡

大医償訴による上限

圃 島]

、
、
で

し

r
ま

な

」

何

回
開

f

N
H

上

¥

同
/

隼 滋稼による上限 直E 、精 6か 月 間

用情.45・・周-11'1IllIl民主積債

機鋪崎燭

月時時間

主 3ω崎鴎

E
 

m
 

副
園
内

'e

-園

周
且
'

"
 議定錦・開閉

188両聞

週刊剛鴫

法定労働時間

1日8.:111¥
週刊時間

1年間;;12か月 lt事情;;12か月

医師による面接指導の対象者

画壇楯淘・eの実施 ] 

岳写・ーによ主総'Lii"~・"匁煩殉曹0りu:を予防するた".1長崎司め併苛>1・jI.日労働・弓をしている1!

aに讐lT.事三.:u隠虜にd広るまi鎗勉@を符ぅ.

各労働時間制度に係る窓舗の薗雛指導の要件

ー高度プロフエツショナ)~制度
個園管理面闘

値!/II!!ョ11奇跡之...5ず健康憧錫燭置を労使量普賢舎亨温淘

惜CJTI7ヱγショナル・園理λ跨Hの.嗣
2研究開発業務

t∞村

'lJU量且且虫重量且のn(tJIJI:且1l!且堕・aの日1量.11.:1.鴫適量k'Jの
崎"・>1'休日労働を行 H の町喝外休日労舗を 目 霞.曹理崎厨が40・，

い 111申書視がありlIil' 行った毎 日 測を..えた・周につ

穫を.u包た司 11"'"説。fA釘必m. 1Iいて且1且且旦且a
1<恥，ta66食品 目 安命副時四r/iD'! j 恥た者

1<・銅鉱~.，;R ~ f 量lI.'且盆且堕且昼の 目 司監a・μ・栃象"附a
g筆2・1I.1・a臨全が自 R・11111休日勤・を行 H 変動.衛官1;~)7'M
主的に'"めた‘筆に 日 い.疲労曾禍があり・ 1i'.!!2l量畳一'の議場.番

厳泊する，. 径を字し目白た番 目 以外で萄鐘を・し出

Ji・"修“炉瓜 目 安司ou・縄経岨. 日 た脅
食..~事I'~ 1i1l・m・3tJVfJ 1i・u・fi6J1.. 瓜

祖霊且III皇，.，皇室が自1<倫"，a.j2!:t'酬

霊的にl!"atllt..に

.. 当する省

官'.u:師去の.. 

Ji俸制if32.tc'A

労嘗筒・由杭況{付

星重出

13寸量労.者 4SH 

労・椅踊由攻;lj!(テ} ι 

A管理監笛者 l 
労.時園田技況{ぞ)1・

8~H 

-. . . . 
-a 

置踊鞠置を 1 
宮笠で量定 : . 

" Iit賃労.制
労.略図由輯況{・手) ; 

'.'oo4Ii.l.: .. 1:I6-'-
.lIi!!II'í~fl唱闘岳闘切守畜諭 型
岨寸輯晶S咽初 : 

仲間調書.，..管理に事自した司・恒・制球lllI

や 11害想燭簡を.~I !lJII当k・I)4Dtf.を.. えて労曾させた場合におtするその労働.

シ21‘度フロフzツショT凡41'''目薗用者"健康普型l'・"の割~.
ー3司師事者'1.lIi畿議"の随想を碕..えて.双事‘扇町直lI!.作司Fの‘."。必寅"..繍衡を行う.
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面接指導

実施事項

①当該労働者の勤務の状況

②当該労働者の疲労の蓄積の状況

③前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
ーラ参考:産業医学振興財団:面接指導チェックリスト・マニュアル

事後措置
面梅街・・・.....

爾毘 . • u. 
A'. .. • 。.的負衡の倹~ E蝿・0.， 帽 Z 中 .量

UY""t' 
， cc 

。..... " ， a切

>>lillft o ..c.rl. 1 事祖冒 ， ..・
」ロo竺..一J，. 

苦輔骨 闘直骨

事樟・置としτ。通常勤務 1 楓量制圃 2 聾惇皐 掬...... 

" .... ・祖..，.。-・・不要 1...揖・ 2 聾E・・・
0'1'1'"・1二Eλ

基本的に他の健康診断の事後措置と同様

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき
措置に関する指針J(改正平成初年1月相公示)を参照 置師の陽園先 年月日 "E・.. 周目』

匡ョ Lj 

1 )事業者に対して面接指導結果報告書を作
成し提出する

事後婚置に係る...
-肱師軌 ，..度附幽臥岨蹄醐酬齢制制

"鶴岡 l'帽州制眠一一一副lIa.tt l' U ea: (幅削@幽》

e・・ h輔外帥醐・帽.

2・"同伺...-・ー ・。‘ 輔副 ，.闘胴・... .. .，&剛崎 弘 田...齢制・副島砂、岨・・守叫

・ ‘..t.1 1" 

:1醐輔叫 L
iil の割問

一一
2)事業者に対し、事後措置に関わる意見書 lt!一回

を作成し事業主に意見を述べる 市ご

3)労働者本人に対し、必要な生活・保健・受 |一 で
診指導を行い、かつフォローすること | 
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4、メンタルヘルスケア

休業した労働者の職場復帰支援

フィジカルの場合

復帰にあたって必要な業務遂行能力の基準がわかりやすl、
、...../、-司、ー/¥ー"

病状や経過が比較的去費四弘、

主治医との情報交換カをぷ支ん企2窓易

メンタル不調の場合

症状による業務遂行能力の低下が漂質L三らい
ケースにより病状、経過が違い、を埋凶遡糞

主治医、本人、担当者間の情報交換が墾毅il二~~すい)

誤解、偏見・・・
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つニル干{し/

むの健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援の手引き

休業開始から復職後の再適応フォローアップまで、を

5つのステップに分け、

それぞれのステッフで「誰Jが「何jをするか

それにどのような書式や制度が必要かの要点をまと
めたもの

「手引きJの要点

-職場復帰支援プログラムの策定

・支援の流れの整理(信ステッゴ今後述)

.復職可否判断のポイント

・主治医との連携

・情報の取り扱い(プライバシーの保護)

• r試し出勤制度jの紹介

・事業場外資源、(リワーク支援事業等)
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復聴支援の基本的な流れと彼割

(第1ステップ:休業前、中 ) 

' [第2ステップ:主治医の復職許可I
+ 

-原則、上司による定期的なフォロー
・必要時、産業医・保健師による面接
-上司との連携、諸手続きの説明 など

く条件>主治医の~!;:1許可
.復職前産業医面接の実施
-必要時、社外支援機関の紹介と連携
-必要時、社内支援iロゲ弘(生活指導)の実施

く条件ノφrk;可段ι と産す'!~#JJ 旬T

・上司との調整し、業務内容検討
[肌円プ:復職可否の判断 I 
復臓支援プランの作成

+ 
[第4ス~最終的な l 

臓場復帰の決..  

+ 

-社内復職支援制度の可否判断
-就業制限等の決定と調整
-人事労政部門との調整
-必要時、家族への説明

35ステップ:復職後 l -定期的フォロー(産業医・保健師)
.上司との連携

テッヨ
病気休業開始及び休業中のケア

-主治医の休業診断書今産業医・保健師今上司

・就業規則・傷病手当など情報提供
・復職支援制度の説明 Ir---------J-.~~~-~~~~~------.-; vr 

11 IIInf:'"伽舶 仰
一 …‘

・主治医への情報提供 |ドZZ / し

I! ;';' でZh句勿 / 
(復職のライン、勤務制度等) 11 …… ， 同 I

-休業中の連絡等 11 …「勺 (議選民主~

(頻度、相談先、手順等) L_.__4 『叫/
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可F

第二ステップ

主治医による職場復帰可能の判断

復職に必要なもの

・本人の希望+主治医の同意
.復職意見書の提出

※通常の「診断書」では不十分

※「復職意見書jの内容もまた十分ではない!

復職意見書の実際

-本来は・・・

復職後、 "ー一ー--!!・2円 』 ーu 行可能な状態への回復したこ

とを保証する意見書(診断書)

-実際は・・・

・日常生活が送れるレベル

-本人が因る症状が消失した状態

圃本人の強い希望(経済的理由等)

-会社が可能な範囲を超えた調整が必要な場合

で(を)書かれたものも少なくない

そのため第三ステップ以降が重要!
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e 産業医と主治医の役割(の違い)

11 
労働者個人 職場

業務内容 診断・治療 労働による健康障害の防止
復職判定・環境調整

一一一ー一一 一一一一一

労働者の 有
『白

無B・
選択権

ーー'一一 ー『ー一ー四'''''ー『

立場 患者の側 中立(会社・労働者)

ー司ーー ，r 

視点 " 症状の改善 ii 職場復帰(業務遂行能力)

復職可否判断のポイント

?主治医の診断書「復職可Jを2・の定ま受け入れおのではなく、

.本人の所属する職場の環境や業務内容をより良く知る

産業保健スタッフ(産業医、保健師)、選任されていない場合は

事業場内メンタルヘル夫推進右が核となり、

-必要に応じて地域産業保健センター等の事業場外資源を活用し、

.上司、人事、主治医との連携を図りながら検討する。

や病状回復戸就労能力の回d
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l第三ステップ¥
復職可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

復職可否の判断

• 1.労働者の状態等の評価

• 2.診断書に基づいて主治医に意見を求める

• 3.職場環境等の評価

↓ 

・4 職場復帰の可否についての判断

⑥ 労働者の状態の評価

-本人と面談して以下を確認

1復職への章飲

2.陣眠営醒のリズム

3.通勤鹿間帯に安定した出勤が可能か

4.所定時間就業に耐えうる依11の回復

5.通陸、服薬状況に問題ないか
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2J診断書に基づいて

治医に意見を求める

|・以下の内容を診療情報提供依頼書等により求める

1業務内容を説明した後、どの程度遂行できるか

2圃継続的な労務提供を行うことができるか

3.再発リスク要因と職場における配慮事項

主治医との連携における注意点

-産業保健に理解のある専門医の受診

.連絡窓口を統一

(産業保健職>メンタルヘルス推進担当者>上司孟人事)

・手短に(要アポイント) ~ 

・適切な情報提供を受けるためには三全世吉長士会堂野陣供を

.診断書料等の取扱いーヘ氏断レ

・必ず
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③ 職場環境等の評価

-業務及び職場との適合性

業務内容との相性、同僚・上司・部下との人間関係

.作業管理や作業環境管理に関する評価

業務の量的・質的負荷(要求度・国難度)

・職場の受け入れ準備 〆?ρ-tし7i(?:ゆ?
職場の雰囲気・メンタルヘルス不全への理解

業務内容や量への配慮、

配置転換・異動(※原則元職場!) 

サポートするキーパーソンの有無

j)difi:.rvさり

④ 職場復帰の可否についての判断
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職場復帰「可」の判定基準

-理想は・・・

1.復職への十分な意欲を持ち、

2.定時に安定して出勤でき、

3.業務に必要な作業が可能であり、

4.作業による疲労が1日単位で、リセットで、き、

5.睡眠覚醒リズムが安定しており、

6.就業時間(短時間または定時)中就業する体力があり、

.業務遂行に必要な注意力、集中力が回復しており、

8.職場の理解、配慮が十分にある状態

上記がすべてそろっていれば再休業に至るリスクは低減!

実際は・・・

-過去の判例等に鑑みると以下の条件を「復職可能ライン」と

すべきか・.. 

1.通常時間帯に安定して、安全に通勤できる

2. 8時間、最低限の労務提供ができること

3.就業中、上司が安全配慮義務を履行できる状態にあること
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職場復帰支援フランの作成

-職場復帰日

本人の体調、受け入れ2

(上司不在日や極端な繁忙期・日を避ける)

・就労上の配慮

量的・質的負をゆ配慮。題玄更やF席酉E置変更など

.人事労務上の対応

配置転換の際、就業規則・その他支援制度の適用等

.産業医等による医学的見地からの意見

就業配慮期朗、復職後フォロー、必要な配慮について等

.その他

試し出勤制度・事業場姓資源の支援プログラムの利用等

試し出勤制度とは

d盛時!
職場復帰前に通常の勤務時間と同様の時間帯におい

て出勤後の業務を想定したシミュレーションを行う。

(鼠塞館、ま壬生z等での簡易作業等)

~函嗣
職場復帰前に自宅から職場の近くまで通常の

経路、時間で移動を行う訓練

錯匙坦j
職場復帰前に職場復帰可否の判断を目的として、

試験的に一定期間継続して職場に身を置く
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試し出勤制度のメリツト

-職場復帰の試みを開始でき、早期復帰に結びつく

-復職に対しての不安を緩め、労働者自身が実際の

職場において自身及び職場の状況を確認しながら

復帰の準備ができるため、復職に際する段差の緩和

が望める

-上司も労働者の状況を復職前に把握することが

できる。

試し出勤制度の問題点

-制度の導入は会社の規模による

・何をもってシミュレーションとするか

(現業職、事務職)

・何を目標とするか

(出社できるか、業務ができるか)

• r労働Jと取り扱うか否か

(通常、復職判断のため一歩復職前。今労働ではない

その場合労災保険の適応外)

-期限や処遇について取り決めがない場合、モラール

の低下を招く→制度として明らかにしておく
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リワーク支援
(障害者職業センターによる復職支援事業)

かうン74?ペ〉

生活リズムの構築

スケジュールに沿って通所
しながら、体調や生活リズム

を確認
自宅での準備等

ストレス対処スキルの習得
グループミーティング、

うつ・ストレスの基礎知識、
ストレス対処、対人スキル、
働き方の見直し等

集中力の向上

リワークで実施する作業課題
(事務、 OA、脳トレ、軽作業等)
自己課題の実施
(資格勉強、新聞・書籍要約等)

¥ 

プ
円品オフ

振返り/目標設定、会社との調整

リワーク実施報告を行いながら
会社の求める条件を確認し、
復帰計画を作成。

復帰時の仕事内容や環境の

改善等を話し合う。

第四ステツヲ
最終的な職場復帰の決定

-労働者の状態の最終確認

• r職場復帰に関する意見書」

・事業者による最終的な職場復帰可否の決定

産業医の意見や就業規則等より判断。本人ヘ

就業上の配慮、内容や適用される制度等について通知

.その他職場復帰についての対応や就業上の配慮内容

などを主治医に報告
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復職に際し、産業医が上司に望むこと

1.復職前

・発症や再発に関与した要因について本人と話し合う

2.復職後

・涌院継続のための配慮

・復職時は100~ゆ回復状態と理解しない

.徐々 L:j貫包ることを目安とする

・一度に多数の業務を与えない

.具体的な指示をそ企部度主丞る

・業務上の相談がで、きる圭三β=立与を錐2玄おく

.意識的に声掛けをする

・健康管理スタッフ及び家族と三室めな連携をとる

[m歪ステップ(

職場復帰後のフォローアップ

• r本人」と「管理監督者Jのフォローアップ

具体的には

1疾患の再燃、新しい問題発生の有無の確認

2.勤務状況及び業務遂行能力の評価

3.職場復帰支援フランの実施状況の確認/見直し

4.治療状況の確認
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.陀

再発防止のために

. ..EE.~国 d買型璽整(時間内に終了する量のみ与える)

.業務上の相謎担圭企量保

-j南院へ肉眼が続けられるよう配慮

・身体疾患発症、家庭内の出来事、人事異動による

本人や上司の環境の変化などにより再発リスク↑

.職場・産業医・産業保健スタッフの情報交換

5、特定の労働者に対する健康管理

-海外派遣労働者の健康管理

・夜勤・交代制勤務者の健康管理

.非正規労働者の健康管理

・派遣労働者の健康管理

・中高年労働者の健康管理

.女性労働者の健康管理
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海外派遣労働者の健康管理

海外派遣前の対策
①派遣者の選定

②健康診断
③健康教育

④予防接種

海外派遣中の対策
①圏内への医療相談
②現地医療機関の受診指導

③医療保険への加入

④派遣中の健康診断

夜勤・交代制勤務者の健康管理

①夜勤・交代制勤務者と睡眠
日内リズムに配慮した対応

②夜勤・交代勤務者と食事・社会生活
食欲低下による体重減少、社会的・文化的な生活への影響によるメンタル対応

③夜勤・交代勤務者と労働基準法
労働時間は週40時間、日8時間はこえれなし、(労基法32条)

満18才未満の年少者については午後10時から午前5時まで、の深夜業の禁止(労基法61条)

④夜勤・交代勤務者と健康診断

⑤面接指導
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非正規労働者の健康管理

-雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は、平成28年で
3 .50/0(2023万人)。

-パートタイム労働者に関しては「常時使用する者Jで、あれば、安衛
法66条に基づき健康診断を行う必要あり。
〈指針)

• r常時使用する者」とは以下の①、②を満たすもの

①期間の定めのない労働契約によって使用されるもの、契約期間
が1年以上、(特定業務の場合は半年)契約更新によって1年以上引
き続き契約されている物を含む

②所定労働時間が所定労働時間の3/4以上(1/2以上が望ましい)

派遣労働者の健康管理

派遣労働とは・・派遣労働とは、労働者と派遣労働契約を結ん

だ会社(派遣元)が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)

ヘ労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くと
いう働き方

r幽

派遣の場合

51 
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派遣労働者の健康管理

派遣元事業主の責務

一般健康診断(安衛法第66条第1項)

健康診断の結果の記録(66条の3)

健康診断結果についての医師等からの意見聴取(66条の4)

健康診断実施後の措置(66条の5)

健康診断の結果の通知(66条の6)

派遣労働者の健康管理

派遣先事業主の責務

特殊健康診断(安衛法第66条第2項及び第3項に基づく健康診断)

健康診断の結果の記録(66条の3)

特殊健康診断における医師等からの意見聴取(66条の4)

特殊健康診断の結果に基づく事後措置 (66条の5)

(詳しくは労働衛生のしおり平成28年度版P354参照)
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2.健康保持増進

マツダ(株)安全健康防災推進部

産業医山下潤
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健康の保持増進

マツダ(株)産業医:山下潤

S H P (Silver Health Plan :昭和54年)

中高年齢労働者の健康づくり運動

1、ヘルスチェック実施体制の整備

2、健康づくり運動を担う指導者の養成

3、健康づくりプログラムの作成と提供

4、ヘルスケア・トレーナーによる事業場への出
張指導

5、健康づくりに必要な施設の整備
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寸HP ( Total Health Promotion Plan) 

安衛法を改正し、妻婁り空車萎務とlと支推准

「すべての年齢の労働者を対象とした心とから
だの健康づくりJ

昭和63年「事業所における労働者の健康保持増進のための指針」

健康保持増進計画

①事業者が健康保持増進を積極的に推進する旨
の表明に関すること。

②健康保持増進計画の目標の設定に関すること。

③事業場内健康保持増進体制の整備に関すること。

④労働者に対する健康測定、運動指導、メンタルヘ
ルスケア、栄養指導、保健指導等健康保持増進措置
の実施に関すること。
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健康保持増進計画

⑤健康保持増進措置を講ずるために必要な人材
の確保並びに施設及び設備の整備に関すること。

⑥健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画
の見直しに関すること。

⑦その他労働者の健康の保持増進に必要な措置
に関すること。

健康測定

1、生活状況調査

仕事の内容、運動方法、生活リズム、趣味。思考、運動習慣、
運動歴、食生活、メンタルヘルス

2、問診

既往歴、業務歴、家族歴、自覚症状、その他

3、診察

4、医学的検査
形態・循環器機能、血液、呼吸機能、原

5、運動機能検査
筋力・筋持久力・柔軟性・敏捷性・平衡性、全身持久力

56 



健康保持増進のためのスタッフ

庫っくり

計

員接3鹿島生

THPの推進

測定

実録活動

57 
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健康増進法(平成向月2日)
4宅

2条「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理
解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚すると
ともに、 健声のt~進に努めt.tけ礼ばならない。 J

5条「園、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療
機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な
推進を図るため、 相互に通院を図りながら協力するよう努
めなければらら Eい。 J

25条「学校、体育館、病院・・その他の多数のものが利用
する施設を管理するものについて受動喫煙を防止するた
めに必要な措置を講ずるために努めなければならないJ

オリンピックと受動喫煙防止法
b
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健康増進法の一部を改正する法律
-時 (平成30年法律第78号)

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する麗設等の区分に応じ、当詰施設等の一定の場所を除き喫煙
を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

[基本的考え方箪nr望まない受動喫煙」主主il
受動喫煙が他人に与える健康影響と 峻煙者が一定程度いる現状を踏まえ 屋内において‘受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、 「望まない受動喫煙JをたJくす.

{基本的考え方第2]受動喫煙による健康影響が大きい手ども、愚者等に特に配虚

子どもむど20歳未満の者 患者等Ij受動喫煙による健康影響力‘大きいことを考揮し こうした万骨が主たる利用者となる施設や‘

屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する.

[基本的考え方箪3]値設の類型・場所ごとに対質多実櫨

f望まない受動喫~tJをなくすという観点から施設の類型 ・ 場所ごとに主たる利用者の違いや. 受動喫煙が他人に与える健康影響の程度

(こ応じ茅煙措置や喫壇場所の特定を行うとともに掲示の義務付けなどの対策を講ずる.

その際、既存の飲食庖のうち経営規模か小さい事業者が運宮するものについては‘事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる.

改正健康増進法に訓7る義務内容及び義務違反時の対応について

し-平時時'1'"そ義務内叡誠爾夏時的応lこマ堅二 J
改正健茂増進広"-おい(11、以下のn務をご軍すム:ととしにいる.

{全てのfiJ ⑦喫鰹禁止混婦におt1る峻綬似祭止、1)紛らわしい符織の用示、~:l誌の;ちj負号事の禁止
CE争議等の管理ttr係省等J'3唱史湾系1I.~所ーとの限停混具、設備等の設Ît:li: It: 

'il吹箆2室内ヘ20議求泌のお仕立ち入らlさないじと ~ 
務iご退叙4る勾合については、a;:4'1よ『指導JItf:行うことにより対応昔る.指導Il:従わない場合言l訂正.義務返

反の内容に応lJL勧告 ・命令<C-k行い、改!t.が晃られない場合に限って‘罰則{過料)念適用dる。

く義務逃反防の対応〉

【全ての者J I (管理権原者等〕 [全ての者 I [管理権原者害事】
'i紛らわしい..の掲示‘ l ⑥20歳禾満の苦言を喫煙~Iζ

b喫煙量産止爆所における喫煙 Q..喫煙穏具、強備等の積'1rI 標議のiち差i害事 立ち入ら守る
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健康保持増進活動の一例

ある企業での分煙活動

「職場における受動喫煙防止対策に関
する検討会訓告書」

厚生労働省労働基準局安全衛生部環境改善室長から報道関係者に対して今後の厚生労働省の制度改正の指針として伝えられたもの。

受動喫煙防止措置に係る債務の在り方

労働者の受動喫煙の機会を低減させる事は、快適職場形成という

観点ではなく、 という観点から対策

に取り組むことが必要であることから、 ー一-

r-e T dm とすべきである。また、このような対策を徹底させる

には、当該事業場の労働者が、受動喫煙による健康影響及び受動

喫煙防止策の重要性を理解した上で、これらーー

ホに斑つベi事は言うまでも
ない。
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屋内喫煙の危険性について周知

.2004年米国モンタナ州ヘレナで全面禁煙条例が施行された6ヵ月間に心
筋梗塞の入院男古賀が400/0減少し、同条例が解除されると再び増加した。

Sargent RP， Shepard RM， Glantz SA. Reduced incidence of admissions for myocardlal infarction associated with pubHc smoking ban: before and 胡 erstudy. 8MJ. 2曲4;328:9円'-980

-英国スコットランドでは2006年3月に全面禁煙法が施行されるのにあわせ
て住民300万人を対象とした詳しい調査が行われ、心筋模塞を含む急性冠
動脈症候群による入院患者数が、全面禁煙法施行前の10ヶ月間に比し、施
行後の10ヶ月間では]0/0減少した。 (2008年報告)喫煙の有無別にみると、

喫煙者で、14%減、前喫煙者で19%減、非喫煙者で21%減であり、受動喫煙

者での減少が全仏の670/0を占めていた。
Pell J， Haw S， Cobbe S， Newby 0， Pell A， Fischbacher C， McConnachie A， Pringle S， Murdoch 0， Dunn F， Oldroyd K， Macln町re，O'Rou巾eB， Borland W. Smoke-free legislation and 

hospitalizations for acute corona吋 syndrome.N Engl J Med. 2008;ヨ59:482-491

-これらの研究を含め12の研究を統合した分析により、全面禁煙法施行後
12ヶ月間で、IL山叩塞が目。o(95%i戸頼L間:15-22%)二lすることが2009

年に報告されている(図:次スライド)
Ughtwood JM， Glantz SA. Dedin田 inacute myo臼 rdlallnfarctionafter smoke-free laws and Individual rlsk attrib叫ableto secondhand smoke. Circulation. 2∞9;120:1373-1379 

マツダ禁煙行動基準の策定

「第二次ワンマツダいきいき職場づくり運動(3カ年
計画2011・2013)Jの中で、健康障害の防止を目的
にあらためて、受動喫煙対策を展開する。

目指す姿

1 )屋内喫煙所はi完止し、喫煙は屋外の指定され
た場所でのみ可とする。

2)喫煙者への，継続的な禁煙支援により2016年ま
でには全社喫煙率を25%とする。
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マツダにおける屋外喫煙所の基準

1.屋外喫煙所設置場所
(1)受動喫煙防止のため非喫煙者(社外の方含)が利用・通行する
場所からは極力離れた場所とする
(2)危険物保有空地には設置できない

コロナ対策+喫煙所の妥当性の評価
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.職域のた向型コ口 IT:JIIDス I 

感染症対策力イド第4版J I 

境とと8えている。

「喫煙室内ではマスクを外すことに加えて r3つの密jの条件がそろ
うため、 Irl~二L問":'9 ることが望ましい。 J とあり、その上で『閉
鎖できない場合には、 一度に利用できる人数t 制限することで r3つの
密jを回避する乙と。』を指示。

喫煙室自体をコロナ感染の八イリスク

形

①コロナ下において喫煙室は八イリスク環境のため原則閉鎖

『刊用できる人数を制限す②どうしても閉鎖ができない場合は、
でJ3密を回避することが必須。

19 

持一 コ口ナ対策は妥当か

1 )コロナ対策の社内喫煙
所ポスターが掲示しである
か

2)喫煙可能数を設定して
いるか、設定された人数は、
コロナ対策としてソーシャ
ル・デ、イスタンスを維持す
るものとして妥当な人数か

3)喫煙の前後に共有物へ
の接触なしで、手洗いもし
くは非接触で消毒薬使用が
可能かどうかの確認を行っ
た。
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喫煙はゼ議と宣言住の
リスクを高 めます 1

-鎌置コロナウィ1¥.;1(._'"も
.. 鯵偲と*JI"'.唱陸@・t::ð)~"・刷句

① 1密』ををける
密縛 司E橿l'Ii官I事会111奄し竜安い
密耳障 1-2m隠れZ喰弓

漣甲骨に退."事

D喫煙前後は必す手を，先う

③ この機会に禁煙を考える

tクラスターが舞金Lやすい像件】
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